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問合せ　商工観光課（内線3101）

こうのす空・花クーポン券2026
【実施・参加店募集】

問合せ　子育て支援課（内線2636）

物価高対応子育て応援手当の支給

鴻巣市および鴻巣市商工会では、物価高騰対応重点支援地方交付金を活用し、物価高騰の影響を受けている市民の皆
さんおよび市内飲食店や小売店等を支援するため「こうのす空・花クーポン券2026」を実施し、参加店を募集します。
※クーポン券および参加店一覧は広報こうのす5・9月号で配布する予定です

こうのす空・花クーポン券2026の参加店を募集します
第1弾6月１日月～8月31日月 第2弾10月１日木～12月31日木利用期間

対    �市内で飲食店および小売店等を営む中小企業・小規模企業者（飲食・食料品、文房具用品、衣料品、生活雑
貨などの一般小売店、理美容店等）　※大手フランチャイズ加盟店舗や大手チェーン店舗は対象外

換金手数料　無料
申    �問    �3月31日(火)までに商工会に備えの「事業参加申込書兼誓約書」に必要事項を記入し、持参・郵送・FAXで

同所（〒365-0038 本町6-4-20・☎541-1008・FAX541-1071）
※期日を過ぎてお申込みいただいた場合は参加店一覧表には掲載できませんのでご注意ください

物価高対応子育て応援手当は、長引く物価高の影響を受けやすい子育て世帯を支援するため、下表の方を対象に、 
0歳から18歳（年度末）までのこども1人につき2万円を支給する制度です。

対象者 申請方法 支給日
●令和7年9月30日時点で鴻巣市で児童手当を受
給していた方
●令和7年10月1日〜12月31日に出生した児童の
児童手当の受給者

申請不要。令和8年2月10日支給の児童手
当と同じ口座へ支給

令和8年3月以降順次
（市HP参照）

●令和7年9月30日時点で勤務先から児童手当を
受給している公務員の方 勤務先配布の申請書を子育て支援課へ提出 申請日により異なる

（市HP参照）

●令和8年1月1日〜令和8年3月31日に出生した
児童の父母等のうち所得の高い方
●令和7年9月30日以降に離婚（協議中含む）で受
給者変更した方

子育て支援課に備えの申請書（市HPにもあ
ります）を同所へ提出

申請日により異なる
（市HP参照）

申請書や支給日の詳細は市HPをご覧ください


